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服
役
中
に
被
害
証
言
が
虚
偽
と
判
明
し
て
釈
放
さ
れ
た
大
阪
府
内
の
男
性
に
係
る
強
姦
事
件
の
政
府
見
解
等
に

関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

強
姦
罪
な
ど
で
懲
役
十
二
年
が
確
定
し
、
服
役
中
に
「
被
害
者
」
と
「
目
撃
者
」
と
さ
れ
た
二
人
が
し
た
証
言
が
虚
偽
と
判

明
し
て
、
昨
年
十
一
月
に
釈
放
さ
れ
た
大
阪
府
内
の
七
十
代
男
性
の
再
審
初
公
判
が
八
月
十
九
日
、
大
阪
地
裁
（
芦
高
源
裁
判

長
）
で
始
ま
っ
た
。
男
性
は
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
八
年
に
当
時
十
代
だ
っ
た
女
性
に
自
宅
で
性
的
暴
行
を
し
た
と
し
て
、
二

〇
〇
八
年
に
強
姦
・
強
制
わ
い
せ
つ
の
罪
で
大
阪
地
検
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
。
男
性
は
一
貫
し
て
否
認
を
続
け
た
が
、
大
阪

地
裁
は
「
暴
行
さ
れ
た
」
な
ど
と
す
る
女
性
の
証
言
の
信
用
性
を
認
め
、
懲
役
十
二
年
を
言
い
渡
し
た
。
弁
護
側
は
調
書
を
基

に
診
療
記
録
の
証
拠
開
示
を
請
求
し
た
が
、
検
察
側
は
「
な
い
」
と
回
答
。
高
裁
は
控
訴
を
棄
却
し
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
最

高
裁
で
刑
が
確
定
し
、
男
性
は
服
役
し
た
。
し
か
し
、
女
性
は
昨
年
（
二
〇
一
四
年
）
に
な
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
な
い
と
証

言
を
翻
し
、
弁
護
側
が
九
月
に
再
審
請
求
。
地
検
の
再
捜
査
で
、
性
的
暴
行
を
受
け
た
痕
跡
が
な
い
と
す
る
告
訴
当
時
の
診
療

記
録
も
見
つ
か
っ
た
。
地
検
は
無
罪
の
可
能
性
が
高
い
と
し
て
、
十
一
月
に
刑
の
執
行
を
停
止
し
、
男
性
を
釈
放
。
男
性
の
勾

留
と
服
役
は
計
約
六
年
に
及
ん
だ
。
大
阪
地
裁
は
本
年
二
月
、
再
審
開
始
の
決
定
を
出
し
た
と
す
る
各
種
報
道
が
な
さ
れ
て
い

る
。

一



右
と
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
四
二
六
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
二

号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
々
回
質
問
主
意
書
で
、
右
強
姦
事
件
で
、
間
違
っ
て
起
訴
し
た
検
察
庁
、
い
い
加
減
な
捜
査
を
し
た
担
当
検
事
に
対

し
、
ど
ん
な
責
任
を
と
ら
せ
る
か
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
二
号
）
で
は
、
「
御

指
摘
の
「
責
任
を
と
ら
せ
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
事
件
に
お
い
て
捜
査
を
担
当
し
た
検

察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
に

該
当
す
る
事
由
は
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
当
該
検
察
官
及
び
そ
の
監
督
者
に
つ
い
て
処
分
を
す
る
な
ど
の
必
要
は
な
い
も

の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
強
姦
事
件
は
冤
罪
で
あ
る
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
六
年
も
の
長
期
に
わ
た
り
拘
束
、
服
役
さ
れ
た
男
性
に
対
し
、
政
府
と
し
て
真
摯
に
反
省
す
べ

き
で
あ
り
、
右
強
姦
事
件
に
関
し
、
検
察
官
と
し
て
間
違
っ
た
判
断
を
し
た
と
認
め
る
か
否
か
、
端
的
に
答
え
る
よ
う
求
め

た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
四
二
六
号
）
で
は
、
「
現
在
再
審
公
判
係
属
中
の
刑
事
事
件
に
関
わ

る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
、
質
問
に
答
え
な
い
避
け
た
答
弁
を
な
す
だ
け
で
あ

る
。
右
強
姦
事
件
は
、
冤
罪
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
四

二



二
六
号
）
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
逃
げ
る
よ
う
な
答
弁
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
改
め
て
、
右
強
姦
事
件
に
関
し
、
検
察

官
と
し
て
間
違
っ
た
判
断
を
し
た
と
認
め
る
か
否
か
、
端
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


